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防災訓練

問合せ●危機管理防災課（ ０４９・２６２・９０１７）

第１2 回ふじみ野市総合防災訓練を実施します

１１月１２日㈰ 
午前８時３０分～正午

東地域　福岡小学校、駒西小学校、上野台小学校、西
小学校、さぎの森小学校、福岡中学校、葦原中学校、
花の木中学校、上福岡西公民館、第２運動公園（旧
福岡高校）

西地域　大井小学校、鶴ヶ丘小学校、東原小学校、西
原小学校、亀久保小学校、三角小学校、東台小学校、
大井中学校、大井西中学校、大井東中学校

訓練時に開設する避難所
　「午前 8 時 30 分に東京湾北部を震源とする震度５強

（一部震度６弱）の地震が発生したこと」を想定し、避
難訓練・避難所運営訓練などを実施します。訓練時に開
設する避難所では、起震車による地震体験や応急手当講
習などが行われます。
※各避難所で訓練内容が異なります。詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください。
　地区で行う訓練内容につきましては、お
住まいの自治組織にお問い合わせくださ
い。

　自治組織に加入して地域の皆さんと住み続けたいまちにし
ませんか。
　自治組織への加入相談は、近所の役員さんなどにお声がけ
するか、協働推進課にご連絡ください。
●自治組織の防災関係の活動事例
・ 地域の防災訓練（避難所や地域防災拠点の運営などを想定

した訓練の実施）
・災害時に必要となる資機材の購入・管理
・非常食の備蓄
・ 災害時に自力で避難できない人の支援体制の構築・支援
・防火の見回り

問合せ●協働推進課（ ０４９・２６２・９０１６）

　ふじみ野市には、58の自治組織（町会・自治会・町内会）
があります。自治組織は、地域の皆さんが力を合わせ
て、防災・防犯といった地域を守るための活動やごみゼ
ロ運動・花いっぱい運動などの環境美化活動、お祭りや
スポーツ大会などのイベントを実施しています。子ど
もの登下校時の見守り活動などの地域で安心して暮ら
せるような自主的・自発的な活動にも日々取り組んでい
ます。
　大震災や水害のとき、自治組織の力が機能している
地域とそうでない地域の復興には、大きな違いがある
ことが分かり、地域コミュニティの大切さが見直され
ています。災害が発生したとき、実際にあなたをすぐ
助けられるのは、そのとき近くにいる「ご近所さん」です。
　自治組織は、地域の暮らしをあらゆる角度から支え、
その活動は地域を守りいざというときに大きな力を発
揮します。

町会・自治会・町内会に加入しましょう 
つながり支え合う地域の絆

自治組織
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●利用証（３種類）（駐車時にルームミラーに掲示）

思いやり駐車場

問合せ●障がい福祉課（ ０４９・２６２・９０31）

１１月から埼玉県思いやり駐車場制度を開始します

交付対象者　次のいずれかに該当する人のうち、「歩行が
困難な人」または「移動の際に特別な配慮が必要な人」

　①身体障がい者（障がい区分ごとの等級により交付）
　②知的・精神障がい者（手帳の等級などにより交付）
　③難病患者（特定疾患医療受給者証などの交付を受け
ている）

　④高齢者（介護認定を受けた人で要介護度１以上）
　⑤妊産婦（妊娠7か月から産後１年まで）
　⑥けが人など（医師の診断等により、歩行が困難であ
るため特別な配慮が必要と認められる）
利用できる公共施設の例　市役所本庁舎第１・２駐車場
（車椅子使用者用駐車区画５台、優先駐車区画との併用
４台）、大井総合支所駐車場（車椅子使用者用駐車区画
２台、優先駐車区画２台）

※不特定かつ多数の人が利用する施設から順次設置しま
す。
申込方法　11月１日㈬から申請書（県ホームページか
らダウンロード可）に必要な書類を添えて、⑴埼玉県
に電子申請、郵送申請するか⑵市役所窓口で申請する

利用証の交付

　「埼玉県思いやり駐車場制度」とは、障がいのある人や要介
護状態の人、妊産婦など、歩行が困難と認められる人に「利
用証」を交付し、公共施設や商業施設などに設置されている
「車椅子使用者用駐車区画」および「優先駐車区画」の適正利用
を推進する制度です。
利用できる駐車区画　下表のとおり

●申請窓口・問合せ先
　①～③、⑥＝障がい福祉課（ 049・262・9031）
　④＝高齢福祉課（ 049・262・9038）
　⑤＝子育て支援課（ 049・262・9033）
※ 11月１日㈬・２日㈭午前９時～午後４時30分に大
井総合支所に臨時窓口を開設し、①～⑥の申請を受け付
けます。
※申請には、障害者手帳・介護保険被保険者証・母子健
康手帳などが必要になります。
※窓口申請における詳細は市ホームページをご覧ください。
●電子申請・郵送申込先
　県福祉政策課（〒330・9301埼玉県さいたま市浦和
区高砂3・15・1、 048・830・3223）

※詳しい交付基準や申込方法などは、市および県ホーム
ページをご覧ください。

区画の種類 区画の説明 区画の表示

車椅子使用
者用駐車区
画

車椅子使用者が優先的に
利用できる幅の広い駐車
区画（幅員 3.5メートル
以上）

優先駐車区
画

幅の広い区画は必要ない
ものの、歩行が困難、移
動の際に配慮が必要な人
が優先的に利用できる駐
車区画（幅員 3.5メート
ル未満）

▲市ホームページ ▲県ホームページ

▲車椅子使用者用 ▲高齢者・
　障がい者等用

▲妊産婦・
　けが人等用



10

　市民の皆さんに、市職員の任用、給与、勤務条件、服務などの人事行政の運営状況をお知らせします。
　※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

 人事課（ ０４９・２６２・９００８）

市職員の給与など

人事行政の運営状況

●職員数（各年４月１日現在）

部門
職員数 令和3年

増減数
令和4年
増減数

令和5年
増減数令和3年 令和4年 令和5年

一般行政部門・教育
・公営企業の合計 ６43人 ６54人 ６５8人 9人 11人 4人

※ 再任用職員（短時間）は含みません。

●級別職員数および技能労務職員数（令和 5 年４月１日現在）
区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 計 技能労務職 合計

標準的な
職務内容

主事補
技師補

主事
技師 主任 係長

副主査 副課長 課長 副参事 部長 －
土木技能員、
自動車運転員、
調理員など

－

職員数 46人 7２人 ２73人 １09人 49人 ３１人 １8人 １3人 ６11人 ４7人 ６５8人
構成比 7.53％ １1.78％ ４4.68％ １7.84％ ８.02％ ５.07％ ２.95％ 2.13％ １００％ － －

※標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

●新規採用と再任用および退職（令和４年度）
区分 新規採用 再任用 定年退職 勧奨退職 自己都合等退職

一般行政職 ３2人 ３4人 １5人 0人 12人
技能労務職   ０人   3人   ２人 ０人 1人

職員の任免および職員数に関する状況

区分 平均給料月額 平均年齢
一般行政職 ３１１,420円 ４３.3歳
技能労務職 ３４２,060円 ５３.8歳

● 職員の平均給料月額と平均年齢
　（令和5年４月１日現在）

区分 初任給
一般

行政職
大学卒 １91,７００円
高校卒 １６4,１００円

●職員の初任給
　（令和5年４月１日現在）

● 特別職の報酬など 
（令和５年４月１日現在）
区分 給料（月額） 期末手当
市長 ８７９,０００円 ６月期２.20月

１２月期２.20月
　計４.4０月

副市長 ７４５,０００円
教育長 ６８９,０００円

区分 報酬（月額） 期末手当
議長 ４６４,０００円 ６月期２.20月

１２月期２.20月
　計４.4０月

副議長 ４１０,０００円
議員 ３８２,０００円

職員の給与の状況

●職員給与費
　（令和4年度一般会計決算）

※職員手当に、退職手当は含みません。
※職員数は、全職員数から水道事業、下水道
事業、国民健康保険事業、後期高齢者医療保
険事業、介護保険事業に関わる職員を除いた
数です。

職員数（Ａ） ５59人

給
与
費

給料 ２,１79,９49千円
職員手当 ５7０,665千円

期末・勤勉手当 904,354千円
計（Ｂ） ３,654,968千円

職員１人当たり
給与費（Ｂ/Ａ） ６,538千円

●職員手当（令和５年４月１日現在）
区分 支給内容（月額）

扶養手当

配偶者、その他　６,５００円（３,５００円）
※（ ）は行政職８級。
子　１０,０００円
※年齢による加算措置有り。

地域手当 １２％
住居手当 借家・借間 ２８,０００円

期末手当
勤勉手当

※職制上の段階などによる加算措置
有り。

通勤手当

・ 交通機関利用者は運賃相当額 
（月55,000円限度）
・ 交通用具使用者は通勤距離に応じ

た額
その他
手当 退職手当・特殊勤務手当

期末手当 勤勉手当
６月期 １.２月分 1.00月分

１２月期 １.２月分 1.00月分
計 ２.４月分 2.0０月分
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　分限処分とは、公務能率の維持を目的に職員に対してなさ
れる処分であり、制裁的意味合いはありません。一方、懲戒
処分とは、職員の義務違反に対する道義的責任を問い、秩序
維持を図る制裁的処分です。

区分 種類 該当者

分限処分
降任・免職 なし
休職 11人

懲戒処分
戒告 3人
停職 1人
減給・免職 なし

※休職とは、心身の故障のため長期療養を要するものに対す
る処分です。休職となった場合、休職の期間が満１年に達す
るまでは、給料および手当の１００分の８０が支給され、休職が
１年を経過したときは無給となります。また休職期間中は埼玉
県市町村職員共済組合から傷病手当金として、市から支給さ
れる給与との差額が１年６カ月間支給されます。

●職員の分限と懲戒処分（令和４年度）

職員の分限および懲戒処分の状況

・法令および上司の職務上の命令に従う義務
・信用失墜行為の禁止　　・秘密を守る義務
・職務に専念する義務　　・政治的行為の制限
・争議行為などの禁止　　・営利企業などの従事制限

　全ての職員は「全体の奉仕者」として公共の利益のために勤
務し、職務遂行に当たっては、全力で奉仕しなければなりま
せん。この服務の基本原則を忠実に実行するため、地方公務
員法では、職員に次のような義務を課しています。

職員の服務の状況

１週間の
勤務時間

勤務時間の割り振り
始業 終業 休憩時間 週休日

３８時間４５分 午前８時３０分 午後５時１５分 正午～
午後１時 土・日曜日

●職員の勤務時間および週休日（令和５年度）

※保育所などでは、勤務形態が異なる場合があります。

●休暇など

年次有給休暇 年２０日とし、繰越は２０日まで

特別休暇
選挙権の行使、結婚、出産、夏季、交通機関の事
故、子の看護など特別の事由により勤務しないこ
とが相当であると認められる期間

病気休暇 負傷または疾病のため、勤務しないことがやむを
得ないと認められる場合は、９０日以内の期間

育児休業 ３歳に満たない子を養育するための期間

介護休暇
配偶者・父母・子・同居の祖父母・兄弟姉妹などで負
傷・疾病・老齢により日常生活に支障のある者を介
護する場合、２週間～６カ月の期間

●年次有給休暇 （令和４年度）
１人当たり平均使用日数＝１３.5０日

職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

●職員研修の実施状況（令和４年度）
研修の種類 修了者数
階層別研修 ３97人
特別研修 ４84人

研修の種類 修了者数
派遣研修 43人
広域共同研修 58人

合計 982人

職員の研修の状況

●職員の福利厚生の状況（共済組合）

●職員の退職管理の状況
　行政職８級（部長級）の職員が退職した場
合は「ふじみ野市退職管理に関する規則」に
より、営利企業などに再就職する場合には
市への届け出を義務付けています。令和
4年度の届け出はありませんでした。

●職員の人事評価の状況
　全職員を対象に、毎年度１０月に中間評価、
２月に暫定評価、３月に最終評価を行い、
昇給額・勤勉手当・昇任に活用しています。

職員の福祉および利益の保護の状況

短期給付
公務外の病気やけがの治療、
出産、死亡、休業、災害時
の給付

長期給付 老齢・障害・遺族の各厚生年
金などの年金給付

福祉事業 保健、宿泊、貯金、貸付な
どの事業

●公平委員会の業務の状況（令和４年度）

●育児休業および部分休業の取得状況
 　（令和４年度）

勤務条件に係る
措置の要求 なし

不利益処分に関する
不服申し立て なし

育児休業 28人

部分休業 ３9人


